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千葉県特定（産業別）最低賃金は、下表のとおり、２業種について金額の改正が行わ

れ、令和７年１２月２５日から適用されます。 

 

業  種 改正額（時間額） 

鉄 鋼 業 １，２１０円 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機

械器具、情報通信機械器具製造業 
１，１６９円 

 

上記以外の業種については、千葉県最低賃金（１，１４０円）が適用されます。 
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事業主・人事労務担当者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催日 会場 所在地 定員 

①令和８年２月 10 日（火） 
さわやかちば県民プラザ  

大研修室 
柏市柏の葉 4 丁目 3-1 １２０名 

②令和８年２月 13 日（金） 
木更津市立中央公民館 

多目的ホール 
木更津市富士見 1 丁目 2-1 １１０名 

③令和８年２月 16 日（月） 
千葉市生涯学習センター 

大研修室 
千葉市中央区弁天 3 丁目 7-7 ７６名 

④令和８年２月 17 日（火） 
成田国際文化会館 

小ホール 
成田市土屋 303 ９０名 

⑤令和８年２月 26 日（木） 
千葉市生涯学習センター  

大研修室 
千葉市中央区弁天 3 丁目 7-7 ７６名 

 

 

【お問い合わせ先】  千葉労働局 雇用環境・均等室  電話：043-221-2307 

 
 

 

 労働者が顧客や取引先、施設利用者等からカスタマーハラスメントを受けたり、 

求職者、学生が面接担当者やＯＢ・ＯＧ訪問の際にセクシュアルハラスメントを 

受けたりすること（就活セクハラ）が社会的に問題となっています。万一 

起きれば影響は深刻で、企業のイメージダウンとなりかねません。 

  

 また、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少やグローバル規模での競争が 

激化する中で女性活躍の更なる推進の観点から法改正が行われます。 

  

これらを踏まえ、法改正の概要及び改正内容を踏まえた労務管理について説明します。 

リスクマネジメントや人材活用の観点から、ぜひご参加ください。 

完全予約制 参加無料 

・対象 

・時間 

・内容 

①～⑤の日程すべて１４：００～１６：３０(開場１３：３０) 

(１)カスタマーハラスメント対策及び就活セクハラ対策の義務化について 

(２)女性活躍推進法改正について  等 

お申込方法 参加を希望される方は下記申込み URL または二次元コードより 

お申込みください。(先着順で各社２名まで参加可能です。) 

https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou12/12kokin-shidou 

カスタマーハラスメント等対策 

女性活躍推進法改正についての説明会 
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【お問い合わせ先】千葉労働局 雇用環境・均等室 電話：043-221-2307 

 

●カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。 

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、 

②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、 

③労働者の就業環境を害すること。 

●事業主が講ずべき以下の措置の具体的な内容等は、今後、指針において示す予定です。 

 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

 ・相談体制の整備・周知 

 ・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置 

※ 自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取

引先等の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこ

れに応じるよう努めるものとされています。 

※ カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないもので

なければならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。  

（施行日：令和 7 年 6 月 11 日から１年 6 か月以内の政令で定める日） 

カスタマーハラスメント対策の義務化 

 

●求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、 

セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務と

なります。 

●事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。 

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

 （例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等） 

・相談体制の整備・周知 

・発生後の迅速かつ適切な対応（例：相談への対応、被害者への謝罪等） 

 
女性活躍推進法の改正 

●令和８年（2026 年）３月 31 日までとなっていた法律の有効期限が、  

 令和 18 年（2036 年）３月 31 日までに延長されました。 

●従業員数 101 人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表

が義務となります。(施行日：令和８年４月１日) 

●プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日：令和 7 年 6月 11 日から１年 6 か月以内の

政令で定める日） 

（施行日：令和 7 年 6月 11 日から１年 6 か月以内の政令で定める日） 

求職者等に対するセクハラ対策の義務化 
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【お問い合わせ先】千葉労働局 雇用環境・均等室 電話：043-306-1860 

◎支給申請書や記載例は、厚生労働省 HP からダウンロードできます。 

◎その他詳しい支給の要件や手続等については、厚生労働省 HP をご参照ください。 

両立支援等助成金 厚生労働省 検 索 
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【お問い合わせ先】  千葉労働局 労働基準部 健康安全課 

ホームページ ↓              電話 043-221-4312 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei.html 

                
労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて 

令和８(2026)年１月１日から段階的に施行されます 

１ 個人事業者等の安全衛生対策の推進 
 注文者等の配慮 （令和７年５月 14 日施行） 
 混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 （令和８年４月１日施行） 
 業務上災害報告制度の創設 （令和９年１月１日施行） 
 個人事業者等自身への義務付け （令和９年４月１日施行） 
 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け （令和９年４月１日施行） 

２ 職場のメンタルヘルス対策の推進 

３ 化学物質による健康障害防止対策等の推進 

４ 機械等による労働災害防止の促進等 

 危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保 （公布後５年以内に政令で定める日から施行） 
 営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知 （令和８年４月１日施行） 
 個人ばく露測定の精度担保 （令和８年 10 月１日施行） 

 特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し （令和８年４月１日施行） 
 特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化   （令和８年１月１日施行） 

５ 高年齢労働者の労働災害防止の推進 
 高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の

努力義務となりました。 （令和８年４月１日施行） 

〇 治療と仕事の両立支援の推進 
 治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努力義務となりました。 

（令和８年４月１日施行） 

 ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数 50 人未満の事業場にお

いても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。（公布後３年

以内に政令で定める日から施行） 

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、
個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進など
の措置を行う改正を行いました。 

加えて「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業 
    生活の充実等に関する法律」も改正されました。 
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労働委員会ってそもそも 

何をするところですか？ 

働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換などの労働条件を

めぐるトラブルが生じ、当事者間で解決できないときは、労働委員会にご相談ください。 

労働委員会は、労働組合法によって国と都道 

府県に設けられた、労使紛争を解決するための

専門的な行政機関です。労働者と使用者の間に

生じたトラブルを、公平な第三者機関としてあっ

せんなどにより解決のお手伝いをします。 

労働委員会のあっせん員３名が、労働者と使用

者双方の主張を聴き、公正・中立な立場から解決

の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促します。 

あっせんの開催は原則１回で、申請から開催まで

は１か月程度が目安です。 

あっせんは誰でも申請 

できますか？ 

あっせんって 

どういうことをするの？ 

今すぐ相談に行っても 

いいですか？ 

あっせんを申請できる方は、千葉県内の事業所

に雇用されているか又は雇用されていた労働

者（労働組合も可）と、県内に所在する事業所の

使用者です。事業所が県内でない場合は事業所

のある都道府県労働委員会にご相談ください。 
 

手続に係る費用は無料ですので、ご安心くださ

い。 

労働委員会にお越しになる交通費や、書類提出

のための送料は、ご負担をお願いします。 

電話等による事前予約制となっております。 

他の方のご相談を承っている場合等、せっかく  

お越しいただいても対応できないことがある 

ため、事前予約にご協力ください。 

賃金未払は労働基準法違反であり、労働基準 

監督署が使用者を監督指導することとなってい

ます。労働委員会では対応できませんので、勤務

先の事業所を管轄する労働基準監督署にご相

談ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 

所属：千葉県 労働委員会事務局 審査調整課 （千葉県庁南庁舎 7 階）        

電話：043-223-3735 FAX：043-201-0606 

ホームページ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/iinkai/index.html 

記事のタイトルをここに入力してください。 
※縦の幅は必要に応じて調整してください。 

労働委員会って何ですか？ 
～よくいただくご質問 Ｑ＆Ａ～ 

でも、申請費用とか 

お金がかかるでしょう？

残業代を支払って 

くれないのですが！ 
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「生産性向上人材育成支援センター」では、人材育成と職業能力開発に関する「相談」から「人材

育成プランの提案」、「職業訓練の実施」まで、企業の生産性向上を総合的にサポートします。 
 職業訓練の実施に必要な機材は、すべてこちらで用意いたします。 
  職業訓練の詳細、その他ご相談につきましても、お気軽にお問い合わせください。 
 

中小企業・事業主団体等の課題解決のため、従業員の方向けに知識やスキルを習得する短期間の

訓練を行っております。以下のとおり１月以降開催予定のコース（一部）をご案内しますので、是

非ご利用ください。 

 なお、各コースの詳細及びその他のコースについては、当センターのホームページ（HP）をご覧

ください（パンフレットをご希望の方は下記お問い合せ先に連絡ください）。また、企業等のご要

望にお応えするオーダーメイドコースも実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

【能力開発セミナー】 

機械、電気・電子、建築・設備等の「ものづくり」に関連した技術的な訓練です。 

【サブスクリプション型生産性向上支援訓練】 

「従業員のスキマ時間を活用してオンラインで効率的に教育訓練を受講させたい」といったニーズ

にお応えるするため、複数の訓練を２か月間１人あたり 920 円で受講できる「サブスクリプション

型生産性向上支援訓練」をｅラーニング形式で実施しています。２コース（生産性向上コース、Ｄ

Ｘ対応コース）から選択でき、各コース最大３タイトルを期間内に繰り返し受講できます。 

コース名 タイトル カリキュラム 受講料(税込) 

生産性向上コース 

（詳しくは HP をご覧

ください） 

①業務効率向上のための時間管理 

②成果を上げる業務改善 

③職場のリーダーに求められる統率力の向上 

 920 円 

/2 か月間 

ＤＸ対応コース 

（詳しくは HP をご覧

ください） 

①IT ツールを活用した業務改善 

②AI（人工知能）活用 

③効率よく分析するためのデータ集計 

 920 円 

/2 か月間 

 

コース名 日程 定員 受講料 
(税込) 

基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術 2/12(木),13(金) 10 12,500 円 
実践建築設計２次元ＣＡＤ技術 
（使用機器：Ｊｗ＿ｃａｄ） 

2/17(火),18(水) 10 8,000 円 

旋削加工の理論と実際 2/18(水),19(木) 10 9,000 円 
自動火災報知設備工事の施工・保守技術 

（使用機器：Ｐ型１級受信機） 
3/11(水),12(木) 10 10,500 円 

有接点シーケンス制御の実践技術 3/18(水),19(木) 10 7,000 円 

【お問い合わせ先】 
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部 千葉職業能力開発促進センター（ポリテクセンター千葉） 
〒263-0004 千葉市稲毛区六方町 274 番地 
◆訓練第二課（能力開発セミナーに関すること） 電話：043-422-4622 FAX:043-304-2132 
 
◆生産性センター業務課（サブスクリプション型生産性向上支援訓練に関すること）電話：043-422-4631 FAX:043-422-4768 
URL: https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/seisank/subsuku.html 

各種訓練のご案内（１月以降開催予定コース） 

「生産性向上人材育成支援センター」のご案内 


